
国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の運用に

ついて 

 
平成20年４月１日付け19林国業第271号 

国有林野部長より各森林管理局長あて 

（最終改正 令和２年12月24日付け２林国管第213号） 

 
国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領（平成20年３月31 

日付け19林国業第244号林野庁長官通知）の運用について下記のとおり定めたので

適切に実施されたい。 

なお、素材生産及び造林事業についての事業成績評定は、今回、初めて試みるもので

あることから、今後、適時、適切な改善を進めていくものであることに留意すること。 

記 

１ 評定の対象 

国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領第２の評定の対象と

なる契約の金額は、当分の間、次のとおりとする。 

(1) 素材生産事業 1,000万円以上 

(2) 造林事業                500万円以上 

 
２ 評定の具体的方法 

評定点は、契約ごとに、請負者について、全ての事業現場の評定値の合計値を事業

現場数で除して求めるものとする。 

 
３ 事業現場を抽出して事業成績評定を行う場合の取扱い 

(1)  数多くの現場を対象として短期間のうちに移動を繰り返しながら実行する

素材生産及び造林に係る事業の評定については、代表的な現場を抽出した上

で評定を行うことができるものとする。 

ただし、少なくとも、現場代理人ごとに、当該現場代理人が担当する別表に掲

げる作業の種類ごとに１箇所以上の現場を抽出しなければならないものとする。 

(2)  (1)の規定に基づき抽出された事業現場（以下「特定現場」という。）に

ついては、事業着手までに契約担当官が決定するものとする。 

請負者に対しては、別記様式により、評定を抽出により実施すること並びに抽

出の対象となる現場代理人及び作業の種類の区分を通知するものとする。ただし

、どの現場を特定現場とするかについては評定が終了するまで秘匿するものとす

る。また、事業成績評定通知書の備考欄において、抽出した特定現場の評定対象

林小班名を明らかにするものとする。 

なお、抽出により評定を行う場合であっても、適正な監督業務の実施を通じて事

業の品質確保を図る観点から、監督業務は、特定現場に偏ることなく実施しなけれ

ばならないことに留意するものとする。 

 



４ 競争参加資格審査における評定結果に基づく措置 

素材生産及び造林事業に係る一般競争入札方式の実施について（平成20 年３月31日

付け19 林国管第105号）第３の６の「一定期間内」とは公告日の属する年度の前年度及

び前々年度の２年間、「一定点以上」とは入札しようとする請負者の２年間の契約ご

との評定値の合計を契約件数で除した平均点が65点以上とする。 

 
５ 留意点 

(1) 評定は、写真記録を含め書面による記録を中心として評定すること。なお、現

場を目視で確認することによって評定する事項も含まれているため、現場

代理人との意思疎通についての記録等も重要であることに留意すること。 

(2) 評定は、約款及び標準仕様書に規定された契約条項の遵守状況を監督及び

検査を通じて確認するものであり、事業の品質確保はもとより、発注者及

び受注者の双方の技術レベルの向上や受注者による労働安全衛生の確保に

資する目的をもって実施するものであることに留意すること。 

(3) 標準仕様書第６条に基づき請負者から提出された事業計画書と事業成績評

定を分析することにより、事業地の団地化等の事業実施方法の工夫や作業

仕組の違いによる問題点等が把握できるため、これらの資料の取りまとめ、

分析等により、それぞれの地域における素材生産及び造林に係る技術の発

達や事業者の育成に役立てること。 

(4) 事業成績評定と完成検査は異なるものであり、完成検査が合格となる場合

であっても事業成績評定が65点以下となることはあり得ること。 

(5) 評定の根拠となる監督日誌、指示文書、請負者から提出された文書（連絡

メモ等を含む）の保全を適切に行うこと。 



別表 

現場作業の種類の区分

造林 

１ 地拵 

２ 植付 

３ 下刈 

４ つる切 

５ 除伐 

６ 保育間伐 

７ 枝打 

 

 
素材生産 

１ 間伐（森林作業道作設を含む。） 

２ 択伐（複層伐、森林作業道作設を含む。） 

３ 皆伐（森林作業道作設を含む。） 



別記様式 

 

○○年○○月○○日 

 

○○林業株式会社 

○○○○様 

 

○○森林管理署長 

○○○○  

 

 
令和 年 月 日付けをもって契約した下記の事業については、抽出法

により事業成績評定を行うこととしましたのでお知らせします。 

 
記 

 
１ 事 業 名 

 
２ 事業場所 

 
３ 事業期間 

 
４ 届出のあった現場代理人

氏名 

 
５ 抽出の対象となる作業 

○○作業 

○○作業 


